
あきた企業連携型 奨学金返還助成制度

秋田県では、若者の県内定着・回帰を
進めるため、新たに、企業等と連携した
奨学金返還助成制度を創設しました！

対象企業等  ①県内本社企業
  ②勤務地を県内に定めて雇用する県外本社企業 等

※ただし、過去3年間の大卒者等の採用数が平均20人以上で、かつ同期間における大卒者
等の採用予定数に達している企業等を除く。

支援対象者 登録企業等が正規雇用した大卒者等（※）
           

※大学、大学院、高専専攻科等の学位取得相当の課程を卒業・修了した方

支 援 額 最大１２０万円（上限：年間２０万×６年間）                   
以下の負担割合に応じて支援額をご負担いただきます

※ 中小企業、大企業のうち、原則として過去3年間の大卒者等の採用数が平均20人以上の企業等

企業等の区分 企業等負担割合 企業等負担上限額

中小企業 １／３ ４０万円

大企業 １／２ ６０万円

特定企業（※） ３／４ ９０万円
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制度に参加する県内企業等を募集しています！

秋田県内に就職した大卒者等を

県と連携して最大１２０万円支援する制度です。

制度内容

まずはこちらをチェック →→→
秋田県就活情報サイト「こっちゃけ!」

※詳細は裏面をご覧ください

＜制度参加のメリット＞
①優秀な人材の獲得！
（企業の中核となる大卒者等の獲得が期待できます）

②企業情報を首都圏大学等へ発信！
（登録企業の情報は東京在住の相談員等を通じ首都圏等の大学生に提供します）

③早期離職の防止！
（最大で6年間の返還支援なので早期離職の防止につながりやすくなります）



制度の流れ（イメージ）※募集要項等もよくご確認ください

 

〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目１番１号
秋田県人口戦略部 移住・定住促進課

TEL：018-860-3751 FAX:018-860-3871 E-mail：iju@pref.akita.lg.jp

本事業についての要項や様式等は、
秋田県就活情報サイト「こっちゃけ!」

を確認してください。→

お問い合わせ先

企業登録の申請・決定

県へ助成対象者数を
報告

県へ認定申請
（対象者分とりまとめ）

助成金の認定申請

認定決定
奨学金返還

登録企業への内定

登録企業への就職

助成金の交付申請

交付決定
助成金の請求

助成金の受領

企 業 対 象 者

県へ内定者数を報告

県へ寄附

県へ交付申請
（対象者分とりめとめ）

企業を経由
して提出

まずは登録！

交付決定額から
企業の寄附額
を算出し、寄附
依頼を行います

登録企業の
一覧等を参
考に就活！

企業を経由
して提出

※赤点線を最大で6年間繰り返します。

（登録企業等に就職した大卒者等））
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